
利用登録に必要な手続き利用登録に必要な手続き利用登録に必要な手続き利用登録に必要な手続き

①ルクセルバッジの交付を受ける

放射線業務従事者教育訓練を受講する

放射線業務従事者健康診断を受診する

（光・放射線情報解析部門）

②監守者長に利用登録希望を申告する

③監守者による利用講習を受講する

※ユーザー登録は教職員、博士研究員および博士課程学生とする。

ただし、研究室に該当者がいないなどの場合、特別に

修士課程学生の登録を認める場合もある。

監守者に相談のこと。

【平成24年8月現在】
監守者長：高井和彦（工）

監守者：野上由夫（理）、鈴木孝義（理）、片桐利真（工）

光藤耕一（工）、田嶋智之（環）、太田弘道（分析計測）


